






２．枚方市教育委員会のしくみについて 

 

 

教育委員会は､｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律｣の定めにより､教育に関する事務を

処理するために設置される合議制の執行機関です｡ 

この教育委員会制度は､一般人(レイマン)である非常勤の委員で構成される教育委員会の委員の

合議により､大所高所から基本方針を決定し､それを教育長が事務局を指揮監督して執行するとい

う｢レイマン･コントロール｣のもとに運営されています 

平成 27 年４月 1 日から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施

行され、教育委員長と教育長を一本化した新たな「教育長」の設置や、市長と教育委員会で構成

する「総合教育会議」の設置、教育に関する「大綱」の策定などが規定されました。 

枚方市においては、平成 28 年４月１日から新制度による新たな教育長が設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教育委員会の組織イメージ 

○総合教育会議のイメージ 

■総合教育会議での協議・調整事項 

①教育行政の大綱の策定 

②教育を行うための諸条件の整備について重

点的に講ずべき施策 

③児童・生徒等の生命又は身体に被害が生じる

緊急の場合に講ずべき措置 



平成 28 年度 管理部の運営方針 
＜部の構成＞ 

教育総務課、教育環境整備室、学校給食課 

＜担当事務＞ 

（１）教育に関する事務の執行状況の点検・評価に関すること。 

（２）教育委員会の会議に関すること。 

（３）通学区域の指定に関すること。 

（４）学校園の設置及び廃止に関すること。 

（５）学校園関連用地の管理に関すること。 

（６）学校園等に係る施設の新設並びに改良工事の計画及び 

調整に関すること。 

（７）学校給食に関すること。 

＜部の職員数＞H28 年 4 月 1 日現在 

正職員 １５３名 

再任用職員 ６名 

任期付職員 １名 

非常勤職員 １９５名 

合計 ３５５名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を除く 

 

 

１．基本方針 

 

管理部は、教育委員会及び教育委員会事務局の運営管理、並びに市立学校園の学習環境整備及

び学校給食の実施を担っています。 

平成 28 年度は、「学校園の安全対策」「学校トイレの改善」「市立小中学校施設の更新整備」「枚

方小学校少人数教室等整備事業」「学校規模等の適正化の推進」「学校給食の充実」を重点施策と

して推進し、学びを支える教育環境の充実を図ります。 

 

２．重点施策・事業 

 

（１）学校園の安全対策 

 

重点施策・事業

における目標 

小学校の校門の適正な管理と来校者の受付・確認を行うことにより不審者の

侵入を防止するとともに、地域に開かれた学校としての管理運営体制を確保

します。 

平成 28 年度の

取り組み 

監視カメラ及び校門のオートロック装置に連動したワイヤレス子機付きイン

ターホン等の活用に加え、人的配置を行い、児童の安全確保を図ります。 

平成 28 年度当初予算 : 32,384 千円 

 

 

 

 

 



（２）学校トイレの改善 

 

重点施策・事業

における目標 

児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、トイレのドライ方式による全

面改造や多目的トイレの設置などトイレの改造工事を行い、老朽化したトイ

レの改修や機能の充実を図ります。 

平成 28 年度の

取り組み 

小学校 6 校、中学校 3 校について各 1 系列のトイレ改造工事を行います。 

平成 28 年度当初予算 : 360,000 千円 

 

（３）市立小中学校施設の更新整備 

 

重点施策・事業

における目標 

小中学校施設の経年劣化による老朽化に対応するため、平成 27 年 3 月に策

定した枚方市学校施設整備計画第１期実施計画（前期）に基づき、学校施設

の更新整備（改築又は長寿命化改修）を進めます。 

平成 28 年度の

取り組み 

香里小学校教室棟（3 棟）・第一中学校教室棟（3 棟）・桜丘小学校教室棟（2

棟）の基本・実施設計を行います。 

平成 28 年度当初予算 : 30,710 千円 

 

（４）枚方小学校少人数教室等整備事業 

 

重点施策・事業

における目標 

枚方小学校は児童数の将来推計において、平成 30 年度から教室が不足する

と予測されることから、コンピュータ教室と教材室を普通教室として使える

よう改修し、併せて少人数教室や多目的室等 4 室を整備するものです。 

平成 28 年度の

取り組み 

整備工事に係る実施設計を行います。 

平成 28 年度当初予算 : 10,721 千円 

 

（５）学校規模等の適正化の推進 

 

重点施策・事業

における目標 

将来における適正な学校配置を進めるため、審議会での答申を踏まえ、学校

規模等適正化基本方針を改定し学校統合等に向けた取り組みを進めます。 

平成 28 年度の

取り組み 

保護者等を対象に説明会を開催し、学校規模等適正化基本方針を改定します。

その後、具体的な取り組みを進める学校について、実施プランの策定に取り

組みます。 

 

 

 

 



（６）学校給食の充実   

 

重点施策・事業

における目標 

中学校給食について、目標とする喫食率 50％の確保に向けて取り組むととも

に、財源確保などの課題解決を図りながら、全員喫食の実現をめざします。 

また、老朽化が進む小学校給食調理場について、効率的・効果的な整備を図

ります。 

平成 28 年度の

取り組み 

中学校給食について、選択制共同調理場ランチボックス方式での中学校給食

の提供を開始し、喫食率向上に向けた取り組みを進めるとともに、生徒や保

護者等への意向調査を実施します。 

また、第三学校給食共同調理場及び単独調理場の老朽化対策について整備方

針の策定を進めます。 

 

３．行政改革・業務改善 

 

（１）新行政改革実施プランの改革課題 

 

改革課題 取り組み内容・目標 

11．市立学校園の施設開

放事業の見直し 

 

平成 28 年度末までに、市立学校園施設開放事業と市立小中学校体

育施設開放事業との整理・調整を行い、事業の統合などの方針を

決定する。その中で、電気使用料等の実費相当額の負担を求めて

いくことについても具体化を図り、平成 29 年度中の実施をめざ

す。 

34．学校規模等の適正化 将来における適正な学校配置を進めるため、審議会での答申を踏

まえ、学校規模等適正化基本方針を改定し学校統合等に向けた取

り組みを進めていく。 

45．技能労務職員等の配

置基準の見直し（環境整

備業務・学校園校務業

務・学校給食調理業務・

車両運転業務） 

環境整備業務については、業務の整理を行い、一部委託の拡大を

図る。学校園校務業務については、効率的な人員配置の検討を進

めるとともに、緊急を伴わない定型的な業務は、さらなる委託の

活用を行う。 

学校給食調理業務については、単独調理場のドライ方式への改修

に向けた方針を決定するとともに、委託化の取り組みを進め、効

率的・効果的な業務の運用を図る。 

車両運転業務については、秘書業務の一環として、円滑で効率的

な業務の執行を確保する観点から、適正配置に向けた取り組みを

進める。 

 

 



（２）業務改善のテーマ・目標 

 

テーマ 取り組み内容・目標 

業務の執行の再検討とマ

ニュアルの効果的な活用 

効果的・効率的な執行の観点から、業務の流れを再検討し、改善

に努める。また、円滑な事務執行に向けて業務マニュアルを作成

する。 

小学校給食共同調理場受

配校における配膳員の配

置 

共同調理場からの受配校全 17 校に配膳員を配置することにより、

衛生管理や異物混入防止の取り組みを強化し、安全性の向上を図

る。 

 

４．予算編成・執行 

 

◆学校園施設の保全・改修にあたり、学校施設環境改善交付金の活用を図ります。 

◆市立小中学校施設の更新整備にあたっては、長寿命化改修（＊）の手法を採ることにより事業 

費の節減を図るとともに、学校施設環境改善交付金の活用を図ります。 

◆平成 27 年度に引き続き、市立小中学校全 64 校の電力調達について、特定規模電気事業者（PPS）

等を活用し経費の節減を図ります。 

◆緊急時における連絡手段の確保と学校園の運営の円滑化を図るため、全市立小中学校（64 校）

及び全幼稚園（7 園）に学校園運営用の携帯電話を導入します。導入する携帯電話のうち、災

害時に第一次避難所として指定されている全市立小学校と市立第二中学校には、災害時に、通

信規制がかかっても発信を行うことができる災害時優先電話を各 1 回線導入し、学校の防災機

能の強化を図ります。経費については、従来の学校の固定電話回線の通信経費を抑制すること

による節減額等を活用します。 

 

＊長寿命化改修 

建物をいったん構造躯体のみの状態にした上で、耐震補強、耐久性向上のための改修や非構

造部材の耐震対策を実施し、設備や仕上げを一新することで、改築した場合と同等程度の強

度と機能を持つ建物に改修すること。 

 

５．組織運営・人材育成 

 

◆管理部内の緊密な連携による効果的な組織運営に努めます。 

◆学校施設の更新整備に係る具体的な施設機能や手法について、先進市視察や専門研修等に参加

することにより、専門知識を有する人材の育成を図ります。 

◆給食調理など技術を要する業務や情報通信技術など専門性が求められる分野については、業務

ノウハウの継承を図り、業務継続性を確保できる人材育成に努めます。 

 



６．広報・情報発信 

 

◆本市教育委員会の活動や学校園における学習環境の整備状況など、子どもたちの教育環境に関

する情報を保護者や市民にわかりやすく提供します。 

また、学校園の安全対策、学校規模等の適正化の推進、学びを支える教育施設の整備、学校給

食の充実などの取り組みについても、広報ひらかたやホームページへの掲載、FM ひらかたへ

の出演などより、市民にわかりやすい情報発信に努めます。 

◆中学校給食について、献立の特色や食物アレルギー情報、最新のトピックス等の情報を発信し

ていくため、毎月の献立表をカラー写真入りで印刷し全生徒に配布します。 

 



平成 28 年度 学校教育部の運営方針 
＜部の構成＞ 

教職員課、児童生徒支援室、学務課、 

教育推進室教育指導課、教育推進室教育研修課 
 
＜担当事務＞ 

（１）教職員の定数管理及び学級編制に関すること。 

（２）生徒指導及び安全指導に関すること。 

（３）小学校及び中学校への就学に関すること。 

（４）児童、生徒及び園児の健康に関すること。 

（５）学校園の教育課程に関すること。 

（６）教職員の研修に関すること。 

＜部の職員数＞H28 年 4 月 1 日現在 

正職員 ８０名 

再任用職員 ５名 

任期付職員 ７６名 

非常勤職員 ７４名 

合計 ２３５名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を除く 

 

１．基本方針 

 

学校教育部は、教職員の定数管理や研修、学校園の教育課程や学級編制、生徒指導や安全指導、

小中学校への就学や幼児・児童・生徒の健康などに関する事務を担います。 

平成 28 年度、学校教育部では「確かな学びと自立の力を育む教育の充実」「子どもの人権を尊

重した教育の推進」「倫理観・規範意識の向上」を柱とする「小中一貫教育」を推進し、児童・

生徒の学力向上をめざして、教員の指導方法の工夫や授業内容の改善を図っていきます。 

 

２．重点施策・事業 

 

（１）小中一貫教育の推進 

 

重点施策・事業

における目標 

子どもたちの「確かな学び」と「自立の力」を育み、グローバル時代をたく

ましく生きぬく子どもを育成するため、各中学校区が現状や課題を踏まえ、

特色を活かした小中一貫教育を推進します。 

また、小学校 1年生から 4年生までは、35 人学級編制、小学校 5・6年生は、

一部教科担任制や習熟度別指導・ティームティーチング等の少人数指導、中

学生は、教科担任制や少人数指導等、9 年間における児童・生徒の発達段階

に応じた指導体制の充実を図ります。 

こうした様々な学びの環境づくりを推進するために、地域等との連携をさら

に深めるとともに、開かれた学校運営としてのコミュニティスクールの導入

についても、国の法や制度等における段階的な状況も注視しながら検討しま

す。 

平成 28 年度の

取り組み 

全中学校区に、「小中一貫教育推進コーディネーター」を配置するとともに、

小学校第 6 学年において一部教科担任制を導入します。対象教科は、外国語

活動で、週１時間実施します。 

平成 28 年度当初予算：47,089 千円 



（２）読書活動の推進 

 

重点施策・事業

における目標 

子どもたちの読書活動を推進し、授業において課題解決や探究活動に取り組

む力を育むため、市内の中学校区に学校司書を配置し、市立図書館と連携し

て学校図書館の環境整備・有効活用に取り組みます。 

平成 28 年度の

取り組み 

3 中学校区に配置していた学校司書を、平成 28 年度から 10 中学校区に拡充

し、学校図書館の有効活用に係る研究実践・効果検証を行います。 

平成 28 年度当初予算:28,221 千円 

 

（３）英語教育の推進 

 

重点施策・事業

における目標 

子どもたちの英語によるコミュニケーション能力の育成を図るため、外国人

英語教育指導助手（NET）や英語が堪能な日本人英語教育指導助手（JTE）を

配置し、小中学校間で連携しながら英語教育を推進します。 

平成 28 年度の

取り組み 

全中学校に各校１名の外国人英語教育指導助手（NET）を、全小学校に日本人

英語教育指導助手（JTE）を配置し、学校の取り組みを支援することにより、

「読む」「書く」「聞く」「話す」力をバランスよく育む授業の実践と、児童・

生徒の英語学習への意欲を高める取り組みの充実をめざします。 

平成 28 年度当初予算:120,880 千円 

 

（４）放課後自習教室の充実 

 

重点施策・事業

における目標 

児童・生徒の学習意欲を高め、自学自習力を育むとともに、基礎学力の向上

を図るため、各小中学校の放課後自習教室の開室日数を拡充し、児童・生徒

の学習機会の充実を図ります。 

平成 28 年度の

取り組み 

放課後自習教室の開室日数を週 2 日から週 4 日程度に拡充します。また、児

童・生徒の学習を補助する「やる気ングリーダー」の確保に努めます。なお、

本年度から教員免許を有しない「やる気ングリーダー」の報償費の支給単価

を 1時間 750 円から 900 円に増額します。 

平成 28 年度当初予算:43,302 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）中学校部活動指導協力者の充実 

 

重点施策・事業

における目標 

部活動の活性化と充実を図るとともに、顧問教員の時間的余裕を生み、生徒

指導や授業研究の時間を確保するため、各中学校に専門的な知識や技能を有

する部活動指導協力者を派遣します。 

平成 28 年度の

取り組み 

各中学校に年間 290 回派遣していた部活動指導協力者の派遣回数を年間 400

回に拡充します。 

平成 28 年度当初予算:19,294 千円 

 

（６）教職員研修の充実 

 

重点施策・事業

における目標 

本市において、教職員の世代交代が進み、新規採用教職員の採用数が増加す

る中、倫理観・規範意識及び子ども理解と集団づくり、授業力やマネジメン

ト力など、教職員一人ひとりの資質と指導力の向上が求められています。 

こうした状況を踏まえ、「『学び続ける教職員』を育成し、枚方の子どもたち

の『生きる力』をはぐくむ」をテーマに、本市の教育課題に即した独自のカ

リキュラム（指導計画）に基づき、「経験の浅い教職員の育成」「管理職及び

専門性を備えたリーダーの養成」「小中一貫教育における学力向上に向けた授

業づくり・授業改善への支援」を重点項目とした教職員研修の充実を図り、

明日の枚方の教育を担う教職員を育成します。 

平成 28 年度の

取り組み 

本市の教職員研修計画に基づき、教職員の経験・職務に応じた「基本研修」

及び教育課題や教科等の専門性を高める「専門研修」を実施します。また、

「授業の達人養成講座」を充実し、教育的愛情にあふれ、高い意欲と優れた

指導力を有する教職員を育成します。さらに、指導主事、教育推進プランナ

ーが学校園を訪問し、経験の浅い教職員への指導助言、中学校区で行う合同

研究授業・研究協議会への指導・支援を行います。 

平成 28 年度当初予算:7,731 千円 

 

（７）生徒指導の充実  

 

重点施策・事業

における目標 

いじめ問題・不登校等の未然防止、早期発見・早期対応を行い、子どもたち

が安全に安心して学校生活を送ることができる環境づくりに取り組みます。

そのため、小中一貫教育のもと、子どもの抱える諸課題の解消に向けて、学

校・家庭・地域・関係機関が連携し、個に応じたきめ細かな指導の充実に努

めます。 

 

 

 



平成 28 年度の

取り組み 

①子どもの置かれた環境に着目して支援を行うスクールソーシャルワーカー

を７名増員し、子どもの学校生活の充実や家庭の教育力向上を支援します。 

②総合電話窓口「子どもの笑顔守るコール」を設置し、児童・生徒・保護者

等からの電話相談を行うとともに、必要に応じて教育相談員が継続的な電話

または面談による教育相談を実施します。 

③全中学校に市独自で教員等を配置し、生徒指導体制の強化を図ります。ま

た、「枚方市いじめ問題対策連絡協議会」等において、いじめ問題への対策に

向けた協議を行います。 

④人権問題に関する正しい知識の習得及び課題解決に取り組むとともに、い

じめ等による人権侵害事象の未然防止のため、高い人権意識と自他を尊重し、

認め合う実践力を持った主体性のある人間の育成をめざした人権教育の推進

に努めます。 

平成 28 年度当初予算:119,770 千円 

 

（８）支援教育の充実 

 

重点施策・事業

における目標 

すべての子どもが「ともに学び、ともに育つ」という観点からの学校づくり・

集団づくりの充実を図るとともに、障害のある子ども一人ひとりのニーズに

応じた支援を行います。 

平成 28 年 4 月施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を

踏まえ、本人や保護者の意向を受け止め、話し合いを進めていく中で共通理

解を図り、合理的配慮について適切に対応した支援教育に取り組みます。 

平成 28 年度の

取り組み 

特別支援教育士・臨床心理士等の専門家を学校園に派遣し、幼児・児童・生

徒への指導について教職員に指導・助言を行います。併せて、幼児の保護者

からの相談に応じることにより、幼稚園と家庭との連携及び支援に努めます。 

全小中学校に非常勤講師を配置し、支援教育コーディネーターの授業時間を

軽減することにより、支援教育コーディネーターが、配慮を要する児童・生

徒の状況把握や支援、関係諸機関との連携等を行う時間を確保します。 

また、大阪府を通じて文部科学省委託事業を受託し、発達障害の可能性のあ

る児童・生徒等の幼小中高の移行期において、円滑かつ適切な引継ぎが行え

るよう調査研究に取り組み、成果発表を行います。 

平成 28 年度当初予算:185,786 千円 

 

 

 

 

 

 



３．行政改革・業務改善 

 

（１）新行政改革実施プランの改革課題 

 

改革課題 取り組み内容・目標 

35.市立幼稚園の効率

的・効果的な配置 

市立幼稚園に関する配置基準を見直し、効率的・効果的な配置に

ついての検討を行う。 

36.交通専従員配置事業

の見直し 

 

 

通学児童の安全確保を第一に考え、関係機関と連携し、業務委託

の拡大、または事業目的の原因が解消された箇所から順次廃止も

含めた見直しを進め、平成 31 年度までに、交通専従員の 1割を減

少させる。 

53.教職員の資質・指導力

の向上 

 

経験の浅い教職員の育成、リーダー及び管理職の養成や児童・生

徒の学力向上に向けた授業づくり・授業改善、小中一貫教育推進

のための学校支援など、本市独自の研修カリキュラムのもとで教

職員の資質・指導力、授業力の一層の向上を図る。 

 

（２）業務改善のテーマ・目標 

 

テーマ 取り組み内容・目標 

部内連携の強化 各室・課が所持する学校園の情報を共有することにより、部内の

連携の強化を図り、効果的・効率的に小中一貫教育を推進する。 

 

４．予算編成・執行 

 

◆部の施策・事業の計画に当たっては、国庫補助金、大阪府補助金・委託金を最大限に活用する

など、効率的な予算編成に努めています。 

◆学力向上に向けた取り組みとして、小中一貫教育を円滑に実施するため、全中学校区に専門の

コーディネーターを配置するとともに、中学校教諭による小学校 6年生を対象とした英語教科

担任制を導入します。また、放課後自習教室について、開室日数を拡充し、より多くの児童・

生徒の学習機会を提供します。（1億 1053 万 3000 円） 

◆虐待や不登校など子どもの抱える課題の解決に向け、専門的な資格を有するスクールソーシャ

ルワーカーを増員することで体制の強化を図ります。（1173 万 2000 円） 

 

５．組織運営・人材育成 

 

◆教育指導課に設置した「小中一貫・学力向上推進グループ」を中心に、各室・課の連携強化を

図り、「確かな学び」と「自立の力」を育む小中一貫教育を推進します。 



◆「『学び続ける教職員』を育成し、枚方の子どもたちの『生きる力』をはぐくむ」をテーマに、

本市の教育課題に即した独自のカリキュラム（指導計画）で教職員研修を実施し、「経験の浅

い教職員の育成」「管理職及び専門性を備えたリーダーの養成」「小中一貫教育における学力向

上に向けた授業づくり・授業改善への支援」を重点項目とした教職員研修の充実を図り、明日

の枚方の教育を担う教職員を育成します。 

 

６．広報・情報発信 

 

◆「小中一貫教育」をはじめとする学校園・学校教育部の取り組みや日常の教育活動について、

ホームページ・広報ひらかた・学校だよりなどを活用して広く情報発信するとともに、学校園

のオープンスクールや「枚方市教育フォーラム」などの機会を通じて保護者、市民に公開しま

す。 



 

平成 28 年度 社会教育部の運営方針 
＜部の構成＞ 

社会教育課、放課後子ども課、文化財課、スポーツ振興課、 

中央図書館 

＜担当事務＞ 

（１）社会教育に係る調査研究、企画立案に関すること。 

（２）はたちのつどいに関すること。 

（３）留守家庭児童会室に関すること。 

（４）文化財に係る調査研究、保存活用に関すること。 

（５）埋蔵文化財の発掘調査に関すること。 

（６）社会体育及びスポーツレクリエーションに関すること。 

（７）図書館サービスに係る企画・運営に関すること。 

（８）所管施設の管理運営に関すること。 

＜部の職員数＞H28 年 4 月 1 日現在 

正職員 ８１名 

再任用職員 ７名 

任期付職員 ２２９名 

非常勤職員 ４１名 

合計 ３５８名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を除く 

 

１．基本方針 

 

社会が激しく変化している現代においては、市民を取り巻くさまざまな課題に対する学習機会

が提供されることが必要です。社会教育部では、図書館による市民の課題解決に向けた情報提供

と合わせて、基礎的な知識・技術の学習機会の提供に取り組みます。 

また、市民が多様な個性・能力を開花させ、豊かな人生を歩むためには、豊かな文化芸術にふ

れ、まちの歴史文化への理解を深め、健康の維持・増進を図る運動習慣を身につけることが必要

です。社会教育部では、子どもたちをはじめとする市民が文化芸術に親しむ環境整備を行い、文

化財等の保存、郷土の歴史への理解を深め、歴史文化遺産を活用した文化観光への活用を図ると

ともに、各種スポーツ・レクリエーション活動の充実やスポーツ環境の整備を進め、健康スポー

ツを推進します。 

また、留守家庭児童会室では、今後、小学校就学児童全体を対象とするために必要な施設整備

を計画的に進めるとともに、職員の専門性の向上を図ります。また、多様な学習や体験活動など

を充実するため、放課後児童対策の拡充や留守家庭児童会室事業の実施手法の見直しの検討を進

めます。 

 

２．重点施策・事業 

 

（１）社会教育の推進 

 

重点施策・事業

における目標 

子育てや親のあり方を考える家庭教育支援事業、暮らしに役立つ社会制度等

についての情報や知識を学ぶ機会を提供する社会教育基礎講座等を通じて、

生涯学習の一助となる、人が地域で生きていくために必要な知識や技術を提

供し、学習する主体の形成を図ります。事業実施にあたっては、生涯学習市

民センターと図書館の複合施設を所管する指定管理者との共催事業も企画す

るなど、民間のノウハウも取り入れた事業展開を図ります。 



 

平成 28 年度の

取り組み 

暮らしに役立つ情報・知識を学ぶ「社会教育基礎講座」、家庭教育を支援する

「思春期セミナー」「子育て応援・親学習講座」、父親の子育て参加促進のた

めの講座等を開催します。 

平成 28 年度当初予算：292 千円 

 

（２）留守家庭児童会室の施設整備 

 

重点施策・事業

における目標 

平成 29 年度からの対象学年の段階的拡大に向け、入室児童数の増加に対応す

るために必要な施設整備を行います。 

平成 28 年度の

取り組み 

枚方、津田南児童会室の増築を実施します。また、男女別トイレ 18 か所を整

備します。さらに香里、船橋、殿山第一児童会室の建替え（老朽化対策）を

実施します。 

平成 28 年度当初予算：422,235 千円 

  

（３）歴史文化遺産の保存・活用（①特別史跡百済寺跡再整備事業） 

 

重点施策・事業

における目標 

市内の貴重な歴史文化遺産を活用し、まちへの愛着を育むため、整備後 40

年以上が経過している「特別史跡百済寺跡」について、抜本的な遺構保存工

事と合わせ、憩いの場となる史跡公園としての再整備を進めます。 

平成 28 年度の

取り組み 

寺域北側の整備を完了し、中心伽藍の整備に取り掛かる予定で、まず、西面

回廊の整備を行います。工事が完了した区域については、順次開放していき

ます。また、寺域外郭の東南部分の築地塀を立体復元するための設計のほか、

文化財収蔵庫の解体工事を行います。 

平成 28 年度当初予算:128,893 千円 

 

（４）歴史文化遺産の保存・活用（②旧田中家鋳物民俗資料館耐震・改修工事） 

 

重点施策・事業

における目標 

旧田中家鋳物民俗資料館は、大阪府有形文化財の田中家住宅鋳物工場と主屋

を移築復原して資料館として昭和 59 年 10 月に開館しています。市有建築物

耐震化実施計画に基づき耐震診断を行った結果、鋳物工場は補強工事が必要

となりました。 

来館者の安全及び文化財の保護のため、耐震補強を行うとともに、傷んだ部

材の補修等の改修工事を実施します。(平成 28 年 10 月～平成 29 年 8 月予定) 

平成 28 年度の

取り組み 

壁の補強や、瓦の下の葺き土を除去し屋根の軽量化を図る工事を実施します。

また、主屋については耐震性を有していることを確認しましたが、屋根の劣

化が著しいことから、屋根の葺替等の保全工事を行います。 

平成 28 年度当初予算:67,800 千円 
 



 

（５）スポーツ施策の推進 

 

重点施策・事業

における目標 

スポーツ・レクリエーションの普及振興並びに健康体力づくりや野外活動等

の振興を総合的かつ計画的に推進するために、スポーツ基本法に基づき、本

市の実情に即したスポーツの推進に関する計画を策定し、計画に基づく各種

スポーツ振興事業の展開を図ります。また、市内の大学に協力を求め、大学

のスポーツ施設を本市のスポーツ振興に活用します。 

平成 28 年度の

取り組み 

①計画の策定にあたっては、教育委員会の附属機関として枚方市スポーツ推

進審議会を設置し、スポーツ推進に関する多角的な調査審議を行います。 

②大阪国際大学枚方キャンパスにあるスポーツ施設を大学が利用されない区

分において、本市のスポーツ振興事業に活用します。 

平成 28 年度当初予算:8,347 千円 

 

（６）総合スポーツセンター駐車場の拡張整備 

 

重点施策・事業

における目標 

総合スポーツセンター駐車場の容量不足の解消を図るため、現在の臨時駐車

場用地を買い戻した上で第 2 駐車場として整備するとともに、送電線下用地

を借り受け、臨時駐車場として整備します。 

平成 28 年度の

取り組み 

駐車場全体の整備に係る実施設計を行い、第 2 駐車場については用地の買い

戻しを、臨時駐車場については整備工事を行います。 

平成 28 年度当初予算: 697,416 千円 

 

（７）生涯学習施設と図書館の複合施設への指定管理者制度導入 

 

重点施策・事業

における目標 

サービス向上と効率的な管理運営のため、指定管理者制度を平成 28 年 4 月か

ら蹉跎と牧野生涯学習市民センターと図書館の複合 2 施設に導入し、その導

入状況を検証して平成30年度の複合全6施設への指定管理者制度導入につな

げます。 

平成 28 年度の

取り組み 

2 施設の導入状況について、モニタリングなどにより検証を行いながら、さ

らに効果的な図書館サービスの提供について検討し、平成 30 年度の 6複合施

設への導入に向けて準備を行います。 

平成 28 年度当初予算: 89,283 千円 

 

（８）香里ケ丘図書館の建替え事業 

 

重点施策・事業

における目標 

老朽化している香里ケ丘図書館の建替えについての検討を進めます。 

平成 28 年度の

取り組み 

香里ケ丘図書館の建替えに向け、館の基本コンセプトや施設概要の検討、必

要な什器類等を明らかにする整備基本構想を策定し、市議会や市民等への説

明、意見聴取を進めていきます。 
 



 

（９）子どもに本を届ける事業の実施 

 

重点施策・事業

における目標 

広く市民等から不要本の寄贈を図書館で受付けます。寄贈された本は蔵書と

して活用する他、蔵書として適当でない本については売却し、ふるさと寄附

金とあわせて基金に積み立てます。積み立てた基金の一部を毎年取り崩し、

学校や保育所（園）、地域等に届ける本の購入を行い団体貸出等の手段で届け

ます。各施設では調べ学習や読み聞かせなどでの活用により、子どもたちの

夢や希望、未来への考えなどを育みます。 

平成 28 年度の

取り組み 

子どもに届ける本の購入が促進できるよう、寄附金や寄贈図書の収集、その

仕組みを充実させていきます。 

平成 28 年度当初予算:3,500 千円 

 

（１０）学校図書館支援事業 

 

重点施策・事業

における目標 

読書好きの子どもたちを育て子どもたちの学習活動を支援するため、学校図

書館への学校司書の派遣等を行い、学校図書館支援を行います。 

平成 28 年度の

取り組み 

学校図書館への学校司書の派遣を 3 中学校区から 10 校区に拡大するととも

に、平成 30 年度の全 19 中学校区への派遣拡大につなげていきます。あわせ

て、小中学校に対して団体貸出及び配本事業の充実、学校訪問おはなし会を

実施します。また、図書館コンピュータシステムの更新に合わせて、市立図

書館と学校図書館のオンライン化を行うことで、学校図書館のバックアップ

を行います。 

平成 28 年度当初予算:31,502 千円 

 

３．行政改革・業務改善 

 

（１）新行政改革実施プランの改革課題 

 

改革課題 取り組み内容・目標 

11.市立学校園の施設開

放事業の見直し 

平成 28年度末までに、市立学校園施設開放事業と市立小中学校体

育施設開放事業との整理・調整を行い、事業の統合などの方針を

決定する。その中で、電気使用料等の実費相当額の負担を求めて

いくことについても具体化を図り、平成 29 年度中の実施をめざ

す。 

 

 

 

 



 

14.外郭団体等の経営健

全化の促進 

（［公財］枚方市文化財調

査会のあり方他） 

埋蔵文化財発掘調査の実施手法の見直しや、市史編纂・資料館学

芸員業務を含めた専門的業務体制の整備について検討を行うなか

で、（公財）枚方市文化財研究調査会のあり方について検討する。 

なお、（公財）枚方体育協会については、「経営プラン」（H24～H28）

に沿った運営が行われているか進捗管理を行うとともに、次期「経

営プラン」策定に向け協議をすすめる。 

37.留守家庭児童会室の

効率的・効果的な運用 

留守家庭児童会室について、放課後児童対策の拡充とあわせて、

NPO などとの協働、事業委託など他市での実施手法について検討を

行う。 

38.野外活動センターの

最適化 

「学校キャンプ支援事業」を継続実施するとともに成果を検証し、

センターを効率的かつ効果的に運営するため、利用実績等を分析

して、利用者ニーズに即した施設の最適化を進める。 

39.図書館施設の効率

的・効果的な運営 

「枚方市立図書館第 3 次グランドビジョン」に基づき、分室や自

動車文庫などの図書館施設について、施設配置の見直しを含めた、

今後のあり方に関する方針策定に向けて、必要な検討を行う。 

40.指定管理者制度の拡

大 

生涯学習市民センターと図書館の複合施設である 2 施設（蹉跎、

牧野）に指定管理者制度を導入して、制度の運用状況の検証を行

いながら、平成 30 年度の複合全 6施設への制度導入に向けて、準

備を進める。また、東部公園、市営テニスコート（藤阪東町・春

日）について、指定管理者制度の導入をめざす。 

45-2.技能労務職員の適

正配置に向けた取り組み

（留守家庭児童会室営繕

業務） 

営繕業務については、緊急性を要することが多く、迅速な対応が

必要ですが、より効率的・効果的な運営の観点から、一部業務委

託に向け、委託可能な業務の整理を行う。 

52.市内スポーツ施設の

効率的・効果的な管理運

営 

市長部局が所管する公園内のスポーツ施設と、教育委員会が所管

するスポーツ施設について、効果的･効率的な運営を図るため、管

理運営体制の一元化を進める。 

 

（２）業務改善のテーマ・目標 

 

テーマ 取り組み内容・目標 

ノー残業デーの徹底 社会教育部では、職員の健康管理等の観点から、毎週水曜日のノ

ー残業デーの徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 



 

４．予算編成・執行 

 

◆文化財保存事業・留守家庭児童会室建替えに国庫補助金・府補助金の活用を図ります。（5 件 

6540 万 6000 円） 

◆香里ケ丘図書館の建替えにあたり、国の交付金の活用を前提に検討を進めます。 

 

５．組織運営・人材育成 

 

◆文化財行政やスポーツ行政、図書館行政、留守家庭児童の保育など、各分野の職員が日常業務

を通じて、担当する分野の専門的な知識や技術を習得し、資質の向上を図ります。また、質の

高い市民サービスを提供するため、職員研修を実施するなど人材育成に努めます。 

 

６．広報・情報発信 

 

◆社会教育事業において、知識・情報を必要としている市民に事業の開催に係る情報がより届く

よう、さまざまな媒体を使って広報に努めます。 

◆子どもに本を届ける事業の意義や仕組み等について、さまざまな媒体を使って広報に努めます。 
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